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令和８年度政策統括官（統計・情報システム管理、労使関係担当）事業計画（統計関係）

事 業 名

労働統計関係社会福祉統計主管部局関係保健統計主管部局関係

令和８年

全 国 厚 生 統 計 主 管 課 担 当 者 会 議
２月下旬

～３月
定期的提供（令和６年社会福祉施設等調査）

労使関係総合調査等に関する事務打合せ会議５月

毎月勤労統計調査ブロック別事務打合せ会議６月

雇用動向調査（上半期）国民生活基礎調査等全国事務打合せ会議（動画配信）国民生活基礎調査（世帯票）

労働組合基礎調査

労働組合活動等に関する実態調査

国民生活基礎調査（所得票）７月

賃金構造基本統計調査全 国 厚 生 統 計 主 管 係 長 会 議
賃金引上げ等の実態に関する調査

定期的提供（令和６年介護サービス施設・事業所調査）
７月下旬

定期的提供（令和６年度地域保健・健康増進事業報告）８月上旬
毎月勤労統計調査（特別調査）社会医療診療行為別統計８月

患者調査（退院票）９月

雇用の構造に関する実態調査
（パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査）

社会福祉施設等調査
医療施設静態調査
患者調査（入院票、外来票）
受療行動調査

10月

介護サービス施設・事業所調査

厚 生 労 働 統 計 地 区 別 講 習 会 （動 画 配 信）
11月～９年１
月

定期的提供（令和７年人口動態調査）11月上旬

労働安全衛生調査（実態調査）
第25回21世紀出生児縦断調査（成年者の生活に関する継続調査）【平成13年出生児】 第22回中高年者縦断調査

定期的提供（令和７年国民生活基礎調査）
11月

全 国 統 計 大 会

雇用動向調査（下半期）12月

令和９年

労働災害動向調査（事業所調査）１月

労働災害動向調査（総合工事業調査）

就労条件総合調査

全 国 厚 生 統 計 主 管 課 担 当 者 会 議
２月下旬

～３月
定期的提供（令和７年医療施設（動態）調査・病院報告）３月下旬

（注１） 上記のほか、年間を通じて実施する調査等として、厚生統計調査等では人口動態調査、医療施設動態調査、病院報告、衛生行政報告例、地域保健・健康増進事業報告、
福祉行政報告例、介護給付費等実態統計があり、労働統計調査では毎月勤労統計調査（全国調査・地方調査）、労働争議統計調査、労働経済動向調査がある。

（注２） 地方公共団体に協力を依頼している調査については、太字下線としている。



利活用例調査内容・調査方法等調査名
○利活用例
・人口推計（総務省）、将来推計人口（厚生労働省）、 生命

表（厚生労働省）などの他統計で利用

・厚生労働白書、自殺対策白書、高齢社会白書、男女共同参
画白書等各種白書作成のために利用

・国際連合「人口統計年鑑」、経済協力開発機構「ヘルス
データ」等国際比較のために利用（出生数・合計特殊出生
率・死亡数・死因等）

・健康日本21（第三次）の数値目標の設定や達成状況の把握
などのために利用（がんの年齢調整死亡率、脳血管疾患・心
疾患の年齢調整死亡率、慢性閉塞性肺疾患の死亡率）

○調査内容
出生、死亡、死産、婚姻及び離婚の状況について、性・年齢・

地域別等に把握
出生、死亡、死産、婚姻及び離婚の人口動態事象と職業及び産

業との関連を把握
○調査時期：毎月
※職業・産業は国勢調査実施年の4月～翌年3月のみ調査

○調査方法
オンライン調査、郵送調査

（調査経路）

人口動態調査

○利活用例
・審議会・検討会等の基礎資料として利用（社会保障審議会医

療部会・医療保険部会、新たな地域医療構想等に関する検
討会、医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検
討会、妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関
する検討会、歯科医療提供体制等に関する検討会 等）

・診療報酬改定検討の際の基礎資料として利用

・患者調査、受療行動調査、医療経済実態調査等の調査の標本
設計に当たり、母集団情報を提供

・都道府県で策定する医療計画のための基礎資料として利用

・最近の医療費の動向(MEDIAS)の作成の基礎資料として利用

○調査内容
病院及び診療所（以下「医療施設」という。）について、その分布

及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握
○調査時期
・静態調査：３年周期（10月１日現在）
・動態調査：毎月（開設・変更等のあった都度）
○調査方法
・静態調査：オンライン調査・郵送調査
・動態調査：オンライン調査

（調査経路）

医療施設調査

令和８年度実施の主な厚生統計調査
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・静態調査 

厚生労働省        都道府県        保健所        医療施設 

・動態調査             保健所設置市・特別区       

 厚生労働省        都道府県                     病院・診療所 

                 指定都市                   病院・診療所 

保健所設置市（指定都市を除く）・特別区    診療所 



利活用例調査内容・調査方法等調査名
○利活用例
・審議会・検討会等の基礎資料として利用（社会保障審議会

医療部会・介護保険部会、新たな地域医療構想等に関する
検討会、歯科医療提供体制等に関する検討会、がん診療提
供体制のあり方に関する検討会 等）

・診療報酬改定検討の際の基礎資料として利用

・アレルギー疾患施策、精神保健医療福祉施策など各施策の
基礎資料として利用

・都道府県で策定する医療計画のための基礎資料として利用
（地域間の患者の流入・流出状況）

○調査内容
病院及び診療所（以下「医療施設」という。）を利用する患者につい

て、その傷病の状況等の実態を把握
○調査時期：３年周期

・退院患者 ･･･ ９月１日～30日までの１か月間
・入院患者、外来患者 ･･･ 10月の３日間のうち厚生労働省が

医療施設ごとに定める１日。
○調査方法

オンライン調査・郵送調査

（調査経路）

患者調査

○利活用例
・審議会・検討会等の基礎資料として利用（社会保障審議会

医療部会、新たな地域医療構想等に関する検討会、新たな
地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等
に関する検討ＰＴ 等）

・診療報酬改定検討の際の基礎資料として利用

・医療計画における基準病床数の算定に利用（病床利用率、
平均在院日数）

・最近の医療費の動向(MEDIAS)の作成の基礎資料として
利用

○調査内容
全国の病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況を把握

○調査時期：毎月
○調査方法

オンライン調査・郵送調査

（調査経路）

病院報告

令和８年度実施の主な厚生統計調査
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厚生労働省  都道府県     保健所   医療施設 

                保健所設置市 

・特別区 



利活用例調査内容・調査方法等調査名
○利活用例
・医療提供体制にかかる検討資料として利用（最初の受診場
所、ふだん医療機関にかかる時の情報の入手先）

・診療報酬改定にかかる検討資料として利用（過去１年間の
受診頻度、生活習慣上の助言や指導、自覚症状の有無と受診
までの期間、今後の治療・療養の希望、自宅療養を可能にす
る条件）

・医療サービスの成果指標として利用（満足度）

○調査内容
全国の医療施設を利用する患者について、受療の状況や受けた医療に

対する満足度等を把握
○調査時期：３年周期（10月の３日間のうち、厚生労働省が病院ごとに
定める１日。患者調査と同一の日）
○調査方法

調査員調査・郵送調査・オンライン調査

（調査経路）

受療行動調
査

令和８年度実施の主な厚生統計調査
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郵送・オンライン回収

保健所を設置
する市・特別区

厚生労働省 都道府県 保健所 調査員 患者



利活用例調査内容・調査方法等調査名
○利活用例
・こども大綱における指標として利用（こどもの貧困率、ひと

り親世帯の貧困率）

・低所得者対策の基礎資料として利用（相対的貧困率）

・健康日本21（第三次）の評価指標として利用（がん検診
の受診率、足腰に痛みのある高齢者の割合、気分障害・不
安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合等）

・第４期がん対策推進基本計画の評価指標として利用（がん
検診の受診率）

・男女共同参画推進基本計画（第５次）の成果目標として利用
（子宮頸がん検診、乳がん検診受診率）

・循環器病対策推進基本計画（第２期）の基礎資料として利用
（介護が必要となった主な原因の脳血管疾患と心疾患の割合）

○調査内容
保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的な事項に

ついて、世帯面から総合的に把握

○調査時期
毎年：６月 世帯票（大規模調査は健康票、介護票も調査）

７月 所得票（大規模調査は貯蓄票も調査）
※ ３年ごとに大規模調査を実施しており、2026（令和８）年は

簡易調査の実施年

○調査方法
調査員調査、オンライン調査
※ 調査員が再三訪問しても不在で一度も面接できない世帯等、

調査員による回収又は政府統計共同利用システムによる回答が困難
な世帯については、郵送回収とする。

（調査経路）
①調査票の配布

ア 世帯票（大規模調査は健康票、介護票も同様）

イ 所得票（大規模調査は貯蓄票も同様）

②調査票の取集
ア 世帯票（大規模調査は健康票、介護票も同様）

イ 所得票（大規模調査は貯蓄票も同様）

国民生活基礎調査

令和８年度実施の主な厚生統計調査
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利活用例調査内容・調査方法等調査名

○利活用例
・審議会や検討会の基礎資料として利用（社会保障審議会障

害者部会、障害福祉サービス等報酬改定検討チーム、こど
も家庭庁こども家庭審議会のうち基本政策部会やこどもの
居場所部会 等）

・白書等の作成に利用（厚生労働白書、障害者白書、首都圏
白書、防災基本計画 等）

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律に基づく障害福祉計画の作成や福祉人材確保対策、障
害福祉サービス報酬改定を検討する際の基礎資料として利
用（従事者数）

・保育士確保対策等の基礎資料として利用（従事者数）

・持続可能な開発目標（SDGs）のグローバル指標のデータ
ソースに利用（保育所利用者数）

○調査内容
全国の社会福祉施設等の数、在所者及び従事者の状況等を把握

○調査時期
毎年10月

○調査方法
基本票：オンライン調査
詳細票：郵送調査、オンライン調査

（調査経路）

基本票

詳細票

社会福祉施設
等調査

○利活用例
・審議会の基礎資料として利用（社会保障審議会のうち介護

保険部会や介護給付費分科会、医道審議会保健師助産師看
護師分科会看護師等確保基本指針検討部会 等）

・介護報酬改定に係る基礎資料

・介護人材確保の取組に向けた介護職員の必要数推計の基礎
資料

・高齢社会対策大綱の指標に利用（介護職員数）

・介護保険事業（支援）計画等の策定等を支援するための
「地域包括ケア「見える化」システム」掲載の指標に利用
（施設・事業所数、従事者数）

・医療計画の策定等を支援するための「医療計画作成支援
データブック」掲載の指標に利用（事業所数、従事者数）

○調査内容
全国の介護保険施設・介護サービス事業所の数、定員、サービスの

提供状況及び従事者数等を把握
○調査時期

毎年10月
○調査方法

基本票：オンライン調査
詳細票：郵送調査、オンライン調査

（調査経路）

基本票

詳細票

介護サービス
施設・事業所
調査

令和８年度実施の主な厚生統計調査

厚 生 労 働 省 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 ・ 中 核 市

厚 生 労 働 省 民 間 事 業 者 社 会 福 祉 施 設 等
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 所
障 害 児 通 所 支 援 等 事 業 所

厚 生 労 働 省 都 道 府 県

厚 生 労 働 省 民 間 事 業 者 介 護 保 険 施 設

介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所

地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所

介 護 予 防 支 援 事 業 所

居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 所

居 宅 介 護 支 援 事 業 所 9



利活用例調査内容・調査方法等調査名

○利活用例
・雇用保険の基本手当日額の算定に用いる賃金日

額の範囲等の算定資料として、きまって支給す
る給与を利用

・月例経済報告、経済財政白書等において、現金
給与総額の前年同月比等を利用

○調査内容
・全国調査及び地方調査：

常用労働者を５人以上雇用する事業所における雇用、給与及び労働時間について、
毎月の変動を把握

・特別調査：
常用労働者１人以上４人以下の事業所における雇用、給与及び労働時間について、
毎年７月の状況を把握

○調査時期
・全国調査及び地方調査：毎月
・特別調査 ：8月１日～９月10日

○調査方法
・全国調査及び地方調査（常用労働者を30人以上雇用する事業所）

郵送調査、オンライン調査

（調査経路）

・全国調査及び地方調査（常用労働者を５人以上30人未満雇用する事業所）
調査員調査、オンライン調査※１

（調査経路）

・特別調査（常用労働者を１人以上５人未満雇用する事業所）
調査員調査※２

（調査経路）

毎月勤労統
計調査
（全国調査、
地方調査、
特別調査）

令和８年度実施の主な労働統計調査

※２ 災害等に起因し、調査員
調査を行うことが困難な場
合には、郵送・オンライン
調査が可能（令和３年～）

※１ 災害等に起因し、調査
員調査を行うことが困難
な場合には、郵送調査が
可能
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利活用例調査内容・調査方法等調査名
○利活用例
・労働組合法、労働関係調整法等に基づく業

務を行う上での基礎資料として利用

・ＩＬＯ（国際労働機関）への数値提供

・厚生労働白書（社会の実態や厚生労働省の
施策について国民に周知する刊行物）にお
いて、「安定した労使関係の形成等」とし
て定期的に使用

○調査内容
・労働組合基礎調査：

労働組合数、組合員数、加盟組織系統等の状況を把握

・実態調査（労働組合活動等に関する実態調査）※１：
労働環境が変化する中での労働組合の組織及び活動の実態等を把握

○調査時期
毎年６月～７月

○調査方法
郵送調査、オンライン調査、職員調査※２

（調査経路）

労使関係総
合調査
（労働組合
基礎調査、
実態調査）

○利活用例
・政府の委員会・懇談会における議論の基礎

資料としての利用

・ＩＬＯ（国際労働機関）への数値提供

・厚生労働白書（社会の実態や厚生労働省の

施策について国民に周知する刊行物）にお
いて、「安定した労使関係の形成等」とし
て定期的に使用

○調査内容
我が国における労働争議の状況を調査

○調査時期
毎月

○調査方法
郵送調査、オンライン調査

（調査経路）
厚生労働省 ─ 都道府県労政主管課

労働争議統
計調査

令和８年度実施の主な労働統計調査

11

※２ 都道府県労政主管課又は都道府県労政主管事務所の職員

※１ 毎年テーマを変えて行い、令和８年は 「労働組合活動等に関する実態調査」を実施



○調査票情報等の漏えい等事故が発生した場合の対応

地方公共団体において、国が実施する統計調査の調査票情報等(※1)の漏えい等事故が発生した場合(※2)、
速やかに当省の調査担当課室へ事案の内容（事故の概要、経緯、対応状況、公表予定等）を報告してくだ
さい。

(※1) 調査票原票のほか、調査対象名簿、調査区地図、要図など調査対象の識別が可能な書類を含みます。

(※2) 紛失や誤廃棄、漏えい等事故の発生が予見される状態を把握した場合も含みます。

調査票情報等の漏えい等事故については、統計法令及び「調査票情報等の管理及び情報漏えい等の対策
に関するガイドライン」（平成21年２月６日 総務省政策統括官（統計基準担当）決定。以下「ガイドライ
ン」という。）に基づき、当省から総務省へ報告を行う必要がありますので、調査担当課室への報告に
ついて遺漏なきようお願いいたします。

統計調査の調査票情報等の適正な管理について

12

ガイドラインは、調査票情報等を取り扱う全ての者が遵守すべきものです。近年、オンライン回答情
報（ID・PW）の誤配布、記入済調査票や調査関係書類の紛失といった事故が多くなっていますので、
地方公共団体の御担当者におかれましては、ガイドラインに基づき、調査票情報等の適正管理及び漏
えい等事故防止のために必要な措置を講じていただきますよう引き続きよろしくお願いいたします。

【参考】ガイドライン掲載先 https://www.soumu.go.jp/main_content/000806279.pdf （総務省HP）



統計調査の調査票情報の二次利用について

13

政策統括官（統計・情報システム管理、労使関係担当）で実施した統計調査については、調査結果を公表後、地方公共団体において

①統計の作成

②統計的研究（誤差計算や回帰分析など）

③統計を作成するための調査に係る名簿の作成

を行う場合であって、調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられている場合には、統計法第33条第１項第１号の規定に基づ

く手続を行うことで、調査票情報の二次利用が可能です。

報告者負担を軽減するため、地方公共団体が当局で調査した項目との重複を排除して調査を実施し、統計を作成する際に当該項目を利用す

る場合もこの制度の対象となります。

利用を希望される場合は、事前相談対応窓口（政策統括官付参事官付審査解析室）までお問い合わせください。

二次利用の申出の際に必要な申出書の記載例をHPに掲載しております。必要書類をご確認の上、ご相談ください。

申出書記載例、手続全体の流れ： https://www.mhlw.go.jp/stf/toukei/goriyou/newpage_29379.html

事前相談窓口： 政策統括官付参事官付審査解析室
03-5253-1111 内線7383 （厚生関係） 内線7384 （労働関係）

メールアドレス： mokutekigai@mhlw.go.jp （厚生関係） shinsa2@mhlw.go.jp（労働関係）
（労働組合基礎調査については、kumiai33@mhlw.go.jp）

保健所で保存している出生小票又は死亡小票（人口動態調査に係る調査票情報）を利用する場合も、必要な手続を行ったうえでご利用く
ださい。

また、保健所において、小票の提供、閲覧を求められた場合は、必ず厚生労働省の承諾を得ているか、書類を確認の上、対応してくださ
い。
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１．予算案概要

対前年度比
令和８年度

予 算 案

令和７年度

予 算 額

( ▲ 2.7%)▲ 360,30512,991,86213,352,167政策統括官（統計・情報システム管理、労使関係担当）

( ▲ 0.5%)▲ 38,3807,344,3797,382,759厚生労働省 所管

( ▲ 1.2%)▲ 61,3804,927,2954,988,675一般会計

(    1.0%)23,0002,417,0842,394,084労働保険特別会計

（参考）

( ▲ 1.6%)▲ 79,9464,820,9224,900,868統計調査関係経費

(    1.7%)41,5662,523,4572,481,891行政情報化関係経費等

( ▲ 5.4%)▲ 321,9255,647,4835,969,408デジタル庁 所管（※）

(    5.2%)206,0604,167,9763,961,916○ デジタル庁・各府省共同プロジェクト型システム

( ▲26.3%)▲ 527,9851,479,5072,007,492○ 各府省システム

２．主な事業内容・システム
（厚生労働省所管） （デジタル庁所管）
○ 統計調査関係経費 ○ デジタル庁・各府省共同プロジェクト型システム

・医療施設静態調査、患者調査の実施 等 ・厚生労働省LANシステム、厚生労働省統合ネットワークシステム
○ 行政情報化関係経費 ○ 各府省システム

・情報セキュリティ監査、CSIRT業務の支援事業 等 ・厚生労働省HP、厚生労働省統計処理システム 等

（単位：千円）

令和８年度政策統括官（統計・情報システム管理、労使関係担当）歳出予算案の概要令和８年度政策統括官（統計・情報システム管理、労使関係担当）歳出予算案の概要

(※)情報システムに関する一般会計予算は、デジタル庁所管となっている。
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政策統括官（統計・情報システム管理、労使関係担当）施策照会先一覧

16

内線担当者担当係所管課室施策事項（資料ページ）

7466那須企画指導係人口動態・保健社会統計室（５頁）人口動態調査

7520堀江医療施設統計係保健統計室（５頁）医療施設調査

7517石川患者統計係保健統計室（６頁）患者調査

7522堀口医療施設統計係保健統計室（６頁）病院報告

7518佐々木受療行動統計係保健統計室（７頁）受療行動調査

7587三井
（世帯票）

国民生活基礎統計第一係

世帯統計室（８頁）国民生活基礎調査 7588菊池
（所得票・貯蓄票）

国民生活基礎統計第二係

7591加藤
（健康票・介護票）

国民生活基礎統計第三係

7552沼田社会福祉施設統計係社会統計室（９頁）社会福祉施設等調査

7910鎌田介護統計第一係社会統計室（９頁）介護サービス施設・事業所調査

7794川地毎勤調整係・企画調整係雇用・賃金福祉統計室（10頁）毎月勤労統計調査

7665野田
（労働組合基礎調査）
労使関係第一係

雇用・賃金福祉統計室（11頁）労使関係総合調査
7667鈴木

（労働組合活動等に関する実態調査）
労使関係第二係

7667鈴木労使関係第二係雇用・賃金福祉統計室（11頁）労働争議統計調査

7410平田登録データ係統計企画調整室（12頁）統計調査の調査票情報等の適正な管理について

7383柳堀統計審査第一係（厚生関係）
審査解析室（13頁）統計調査の調査票情報の二次利用について

7384鈴木統計審査第二係（労働関係）

7336倉田予算第一係統計・情報総務室（15頁）
令和８年度政策統括官（統計・情報システム管理、労使
関係担当）歳出予算案の概要


